
『前橋市 立地適正化計画』に係る市民説明会実施結果 

 

 

 

１．開催日時  平成２９年 ７月１２日（水）  元総社市民サービスセンター 

        平成２９年 ７月１４日（金）  南橘市民サービスセンター 

        平成２９年 ７月１６日（日）  中央公民館（前橋プラザ元気２１） 

        平成２９年 ７月１８日（火）  上川淵市民サービスセンター 

        平成２９年 ７月２０日（木）     大胡公民館（農村環境改善センター） 

 

 

 

２．出席者数  ３７名 

           内訳  元総社市民サービスセンター      ３名 

               南橘市民サービスセンター      １２名 

               中央公民館（前橋プラザ元気２１）   ７名 

               上川淵公民館             ５名 

               大胡公民館（農村環境改善センター） １０名 

                               計 ３７名 

 

 

３．質疑応答の状況 

  （１）頂いたご意見  １１名  １４件 

           内訳  元総社市民サービスセンター     １名   １件 

               南橘市民サービスセンター      １名   １件 

               中央公民館（前橋プラザ元気２１）  ３名   ４件 

               上川淵公民館            ３名   ３件 

               大胡公民館（農村環境改善センター） ３名   ５件 

 

 

 

  （２）頂いたご意見の内容とそれに対する市の考え方 

     ※資料１のとおり 



       『前橋市 立地適正化計画』市民説明会での質問・意見   （資料１） 

開催日 会場 質問・意見の内容（要旨）      前橋市の考え方 

7/12（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元総社市民 

サービスセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．都市機能誘導区域について、７つの拠点を定

めるという説明があったが、大体の区域は駅周

辺を中心に区域設定しているというのは理解で

きるのだが、駒形周辺地区については、他の地

区と少々考え方が違うように思えた。どういっ

た観点から駒形周辺地区を拠点として位置づけ

たのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．駒形駅自体は市街化調整区域である。市街化調

整区域は都市機能誘導区域、居住誘導区域の設定

はできないこととなっている。ただし、駒形周辺

地区については、人口が集中し、さらに、都市機

能についても集積しているエリアであるため、ア

クセス性なども加味した上で駒形周辺地区を都

市機能誘導区域として設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/14（金） 南橘市民 

サービスセンター 

２．計画評価について説明があったが、どういっ

た数値目標などを立てて計画評価とするのか。 

２．計画策定にあたって、数値目標を立てなければ

ならないこととなっている。今回、ご説明をした

都市機能誘導区域については、全市域における都

市機能誘導区域内に占める都市機能誘導施設の

割合を指標としている。 



7/16（日） 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

中央公民館 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

３．この市民説明会は、どういった周知方法で市

民に知らせたのか。 

 

 

 

４．都市機能施設を集約し、誘導していくとのこ

とだが、どういった方法でして行くのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．この計画はかなりの時間を要する計画であり、

コンパクトシティを目指す本計画は、将来を見

据えるにあたり重要なものだと理解する。しか

し、地域では早急に対応していただきたい身近

な問題も多くあるため、そういったところにつ

３．広報まえばし７月１日号、前橋市ホームページ、

前橋市フェイスブックで市民に対して説明会周

知内容を掲載した。また、自治会関係行政事務連

絡会議で全自治会長に周知した。 

 

４．立地適正化計画の誘導施設に位置づけられた都

市機能を誘導区域内に整備する民間事業者など

に対して補助制度や特例措置などをしていくと

されており、そういった制度を使いながら、都市

機能を徐々に集約していきたいと考える。しか

し、法律（都市再生特別措置法）が改正されたば

かりで、全国でも計画自体がスタートしたばかり

であるため、結果の出ている都市はまだ無い。今

後、法の改正などにより、補助制度や特例措置が

続いていくとは限らないと思われるため、おおむ

ね５年を評価周期とし、計画の見直しの必要性を

検討していく。 

 

５．個別の案件については、都市計画部を含め、各

所属部署と問題を共有し、地域と連携を図りなが

ら少しずつ解決していきたい。 

 

 



 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いても行政に目を向けていただき、早急に対応

して欲しい。 

 

６．前橋北部に住んでいる者だが、私たちの住む

郊外部も人口減少や少子高齢化が進んでおり、

空き家も目立つ。今回の立地適正化計画の居住

誘導区域の設定方法などについてお話をお聞き

したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．居住誘導区域のついては、平成３０年度中の策

定に向けて作業を進めているところであり、具体

的なエリアについては検討中である。前橋は「前

橋都市計画区域」「前橋勢多都市計画区域」「富士

見都市計画区域」の３つの都市計画区域に分かれ

ており、前橋都市計画区域については市街化区域

と市街化調整区域に線が引かれているが、その他

の都市計画区域については線引きがされていな

い。線引きのされている都市計画区域について

は、居住誘導区域を市街化区域内で設定すること

となっており、市街化区域の中でいかに居住誘導

区域を設定するかが大きなポイントになってく

ると思う。居住誘導区域から外れたからといっ

て、そこは居住するところではない、ということ

ではなく、市街化区域については、既に都市機能

や居住も集約されているので、そういった環境を

今後も維持していきたいということと、区域外の

人口についても徐々に集約していきたいという

計画である。 

 



7/18（火） 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

上川淵市民 

サービスセンター 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

７．都市機能誘導区域を設定した後に、居住誘導

区域を設定することとなると思うが、７つの拠

点ごとにその周辺を囲うように居住誘導区域を

設定するという捉え方でよいのか。 

 

 

８．説明を聞いている中で、人口減少・高齢化社

会という言葉がひとつのキーワードになってい

る。具体的に人口を増やす、人口密度を上げて

いくことに打開策は検討しているのか。また、

高崎駅と前橋駅の人の多さの違い、にぎわいの

違いについてどう思われているか。 

 

 

 

 

 

 

 

９．都市機能を誘導していくにあたってのインセ

ンティブなどについて具体的に教えていただき

たい。 

 

７．居住誘導区域については、都市機能誘導区域の

周辺を含めて設定することとなるが、平成３０年

度中の区域設定に向けて、現在、作業を始めたと

ころであるため、具体的な検討についてはこれか

らである。 

 

８．どうやって人口を増やすかということだが、こ

れから市全域の人口が減少して行くというのは

推計値としてデータ上出てしまっていることで

ある。本計画は、人口密度を緩やかに上げたり維

持していくエリアを設定し、居住や都市機能をあ

る程度集約して、生活利便性を高めていきましょ

うといった計画となっている。また、前橋駅を含

む中心市街地では、民間再開発により駅前や五差

路、その他のエリアについても具体的な検討をお

こなっているところであり、こういった再開発事

業や本計画を並行して進めていき、まちの活性化

にも繋げていきたいと考えています。 

 

９．立地適正化計画の誘導施設に位置づけられた都

市機能を誘導区域内に整備する民間事業者など

に対して特例措置や税制措置などをしていくと

されており、そういった制度を使いながら、都市



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能を徐々に集約していきたいと考える。今後、

法の改正などにより、特例措置や税制措置などに

よる補助制度が続いていくとは限らないと思わ

れるため、おおむね５年を評価周期とし、計画の

見直しの必要性を検討していく。 



7/20（木） 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

大胡公民館 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

１０．大胡地区の都市機能誘導区域とは宮城、粕

川も含めた区域なのか。 

 

 

 

１１．都市機能施設の誘導について、強制的では

なく緩やかな誘導という言葉があったが、現在、

区域の外にある施設については何か影響がある

のか。 

 

 

 

 

 

１２．説明会の出席者が少ないように思える。貴

重はお話をもっと多くの人たちに聞いてもらっ

たほうがいいと思うが。 

 

 

 

１３．都市機能誘導区域の設定と居住誘導区域の

設定はセットでおこなうように思えるのだが、

今回、前橋市は都市機能誘導区域だけを設定す

１０．大胡地区の都市機能誘導区域として設定した

区域については、大胡駅を中心とした、ある程度、

都市機能が集積し、利便性などを考慮した上で区

域を設定した。 

 

１１．コンパクトシティは、「一極集中」や「全て

の人口、都市機能の集約」、「強制的な集約」とい

ったものではない。今後の人口減少・高齢化を踏

まえまして、都市機能施設を効率的に利用できる

区域を定めることによって、それぞれの地域にお

ける生活利便性の向上を図って、区域外からも利

用しやすくなるように、公共交通を充実させてい

くまちづくりを目指すものとなる。 

 

１２．説明会の周知方法については、広報まえばし、

前橋市ホームページ、前橋市フェイスブックで周

知をさせていただいた。それから、全自治会長が

お集まりになる会議で説明会の開催に関する文

書をお配りし、ご説明をさせていただいた。 

 

１３．計画策定の仕方としては太田市と同じであ

る。都市機能誘導区域を策定した後に居住誘導区

域の策定に取り組んでおり、前橋市も同じ様に段



 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

るのか。先に公表している太田市とは計画の手

がけ方が違うのか。 

 

１４．この計画において、全ての都市機能をこれ

らの区域の中に集約していきたいということな

のか。また、区域から外れた場所は資産価値が

下がるのではないか。 

 

 

 

 

 

階的に居住誘導区域の策定に取り組んでいる。 

 

 

１４．全ての都市機能を集約していくわけではな

い。人口減少や少子高齢化が進んでいくと人口密

度の薄い場所については、地域としても成り立た

なくなってしまう恐れがあるため、地域の中に利

便性の高い区域を定めていきましょうという趣

旨である。また、区域を定めることによって、不

動産価値が上がったり下がったりするのではな

いかというご質問に対して、まったく影響が無い

とは言い切れないが、地域が連携した公共交通が

充実したコンパクトなまちの形成により、前橋市

全体の居住価値というものについては高まるの

ではないかと考える。 



 


